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新たなモビリティに関する政府方針

2021年成長戦略実行計画（令和３年６月18日 閣議決定） （抄）

【自動配送ロボットの制度整備】

ウィズコロナの時期が一定期間続く中で、利用者、従業者の安全につながる非接触型の自動配送

サービスを実現するため、低速・小型の自動配送ロボットについて、①道路運送車両に該当しないこ

ととした上で、②サービスを提供する事業者に対して連絡先やサービス提供エリア等の情報を事前に

届出することを求め、③安全管理の義務に違反した場合には行政機関が措置を行えることとする、

④機体の安全性・信頼性の向上が図られるよう、産業界における自主的な基準や認証の仕組みの検

討を促すこと等を前提に、本年度のできるだけ早期に、関連法案の提出を行う。

【電動キックボードの制度整備】

電動キックボードの公道での走行について、実証事業の結果を踏まえ、関連する制度を見直す。具体

的には、最高速度等に応じた新たな車両区分の設定、走行場所、ヘルメットや免許の要否等、交通

ルールに関する制度改正を検討し、その結果を踏まえ、本年度のできるだけ早期に、関連法案の提

出を行う。
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警察庁における検討状況
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○ 一定の大きさ以下の電動モビリティは、最高速度に応じて車両区分を以下の３類型に分けることを検討。

※「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」中間報告書概要より作成


